
 
 

          ２０１２年４月５日 

各 位 

会 社 名 株式会社ＣＦＳコーポレーション 

代 表 者 代表取締役社長  石 田 岳 彦 

（コード番号：８２２９ 東証第１部） 

問 合 せ 先 管理本部長   上 田 晃 一

電 話 番 号 ０４５－４７６－７４７４ 
 
 

決算期変更及び定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、２０１２年４月５日開催の取締役会において、２０１２年５月１４日開催予定

の第６５期定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、下記の

とおり決算期の変更を決議いたしましたのでお知らせいたします。 

記 

１．決算期変更の内容 

   現 在  毎年２月２０日 

   変更案  毎年２月末日 

 同決算期変更に伴い、第６６期は２０１２年２月２１日から２０１３年２月２８日

までの１２カ月と８日の変則決算となる予定です。 

 

２．変更の理由 

当社の事業年度は、毎年２月２１日から翌年２月２０日までの１年間としておりま

したが、当社の親会社であるイオン株式会社の事業年度の末日が毎年２月末日である

ことを勘案し、業務の効率化を図るため、当社の事業年度を毎年３月１日から翌年２

月末日までに変更いたします。 

 事業年度の変更を実施するために、現行定款第１５条、第４５条、第４６条及び第

４７条について所要の変更を行い、また事業年度の変更に伴う経過措置として、新た

に附則を設けるものであります。 

 

３．定款変更の内容 

   変更の内容は、別紙変更案のとおりであります。 

 

４．日程 

定款変更のための株主総会開催日 ２０１２年５月１４日 

定款変更の効力発生日      ２０１２年５月１４日 

以 上 



（別紙） 
 

（変更部分は下線で示しております。） 
  

現 行 定 款 変  更  案 

第１条～第14条 ［条文省略］ 

 

（定時株主総会の基準日） 

第15条 当会社の定時株主総会の議決権の

基準日は、毎年２月20日とする。 

 

第16条～第44条 ［条文省略］ 

 

（事業年度） 

第45条 当会社の事業年度は、毎年２月21

日から翌年２月20日までの１年とする。 

 

（剰余金の配当の基準日） 

第46条 当会社の期末配当の基準日は、毎

年２月20日とする。 

2. 前項のほか、基準日を定めて剰余金の

配当を行うことができる。 

 

（中間配当） 

第47条 当会社は、取締役会の決議によっ

て、毎年８月20日を基準日として中間配当

をすることができる。 

 

第48条     ［条文省略］ 

 

（新 設） 

第１条～第14条 ［現行どおり］ 

 

（定時株主総会の基準日） 

第15条 当会社の定時株主総会の議決権の

基準日は、毎年２月末日とする。 

 

第16条～第44条 ［現行どおり］ 

 

（事業年度） 

第45条 当会社の事業年度は、毎年３月１

日から翌年２月末日までの１年とする。

 

（剰余金の配当の基準日） 

第46条 当会社の期末配当の基準日は、毎

年２月末日とする。 

2. 前項のほか、基準日を定めて剰余金の

配当を行うことができる。 

 

（中間配当） 

第47条 当会社は、取締役会の決議によっ

て、毎年８月31日を基準日として中間配

当をすることができる。 

 

第48条     ［現行どおり］ 

 

附 則 

第１条 第45条（事業年度）の規定にかか

わらず、第66期事業年度は2012年２月21

日から2013年２月28日までとする。 

第２条 第47条（中間配当）の規定は、2012

年９月１日からその効力を生じる。 

第３条 本附則は、第66期事業年度経過

後、これを削除する。 

 


